
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多趣味・多芸・多才で遊び上手なタレントの所ジョージさんは愛妻家としてもよく知られています。自分の

妻のことを悪く言ったことがなく、常にほめているのは有名な話です。「俺が選んだ奥さんを悪く言うほうが

おかしいでしょ！」とのことです。１１月２２日は「いい夫婦の日」。たまには夫婦でほめ合ってみませんか。 

人の心の動きを素早く

察知して行動するよう

心掛けましょう。また

フルに勘を働かせれば

実力が発揮できます。 

これまでの努力が報わ

れ高い評価が得られて

も自己主張は抑えまし

ょう。謙虚な姿勢で過

ごすことが大切です。 

職場の仲間と連絡を密

に取り、意思の疎通を

図りましょう。周囲を

リードして働きやすい

環境作りを心掛けて！ 

事業の拡張や独立など

能力以上のことに手を

出すと身動きが取れな

くなる月です。現状維

持に徹することが吉！ 

【次のケースで贈与税がかからない方法とは？】 

 

「結婚して 30 年以上が経ちます。結婚当初に購入した現在の住ま

いはずいぶん古くなり、あちらこちらで修繕が必要になってきまし 

た。そのためこの機会に、建て替えをし 

ようと思っています。資金については私 

の退職金を利用するつもりですが、建物 

の所有権登記では妻にも 2000 万円程度 

の持分を持たせたいと思っています。 

このような状況ですが、贈与税がかから

ない方法はないものでしょうか？」といったご質問がありました。

結論から言いますと、今回のご質問者の場合は「贈与税の配偶者控

除」という特例を適用すれば贈与税はかかりません。これは婚姻期

間が 20 年以上の夫婦の間で、居住用不動産を取得するための金銭

の贈与が行われた場合、基礎控除 110 万円のほかに最高 2000 万円

までの控除（配偶者控除）ができるという特例です。ただし、同じ

配偶者からの贈与については、一生に一度しか適用を受けることが

できません。また日本国内にある居住用不動産が対象になるため

「海外移住をするため海外での住まい購入の際に利用する」という

こともできません。その他には、贈与税はかかりませんが不動産取

得税や登録免許税はかかります。また建物の持分により相続時の小

規模宅地等の特例や、譲渡時の居住用財産の 3000 万円特別控除等

を利用する際の適用要件に影響しますので注意が必要です。 


